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For JI DESK 

  

Ver.  1 .1 2020 年 2 月 1 日 

JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd. 
 

E-BILLING System Manual 

近年、個人情報の取扱いが重視されております。 

従来以上に慎重に管理していただくようお願いいたします。 
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E-BILLING システム のご案内 
 

E-BILLING システムをご利用いただくと、これまで郵送いただいていた治療費等の請求書類をデータ

で送信することができ、当社で迅速に書類を確認しスピーディーにお支払ができるようになります。 

 

1. ご利用対象 

当社（ジェイアイ）・ソニー損保お客様分の提携医療機関またはお客様へお支払いとなる治療費用・検査

費用・薬代・携行品損害等 

※ソニー損保以外の提携会社(あいおいニッセイ同和、朝日火災、富士火災)分は対応しておりません。 

ソニー損保以外の提携会社（あいおいニッセイ同和、朝日火災、富士火災）分は、ｅ-Billing は使用せ 

ず、送付ください。（医療機関から被保険者からいずれの分も。） 

※お客様からの保険金請求については、日本の法律（保険法）により、「請求書類受理後 30 日以内の保

険金支払」が定められています。「受領日」は、保険会社ではなく、「ジェイアイデスクが受領した日」

となり、ジェイアイデスクが請求書受領後 30 日以内に保険金支払ができない場合は、超過した日数分の

遅延利息が発生します。よって、お客様からお預かりした場合は、直ちにジェイアイ社へ FAX の上、ア

ップロードしてください。 

2. 費用について 

E-BILLING システムの導入における費用は不要ですが、インターネット接続に掛かる費用は各 Ji デス

クのご負担となります。 

3. ご利用手順概略（3 つの手順で利用が可能です）  

※詳細は次ページからご確認ください。 

Ⅰ. アップロードサイトへアクセスします。https://www.jihoken.co.jp/upload/ 

Ⅱ. JGA 東京より案内する ID とパスワードを入力します。 

Ⅲ. 「①保険関連書類・治療費用請求書」「②請求一覧表」「③その他書類」 

それぞれの欄にデータをアップロードします。 

【キャッシュレス提携病院から発送される書類】 
① 保険者の契約証券コピー（JTB 旅カードの場合は、TPC 番号を受付票に明記）、ＩＤカードコ

ピー）※デスクから送ったＶｅｒｉｆｙ Ｌｅｔｔｅｒ・Ｊ－ｗｉｎの担保内容記載画面コピ
ーでも可。 

② パスポートコピー（顔写真、日本出国スタンプのページコピー、e チケットのコピー）  
③ 保険金請求・同意書兼委任状（Claim Form） 
④ 医療費・検査費請求書 
⑤ その他、病院側が用意した書類 

 
【お客様から受領した書類】 

① 被保険者の契約証券コピー（JTB旅カードの場合は、TPC番号を受付票に明記してください）、
ＩＤカードコピー）※デスクから送ったＶｅｒｉｆｙ Ｌｅｔｔｅｒ・Ｊ－ｗｉｎの担保内容
記載画面コピーでも可。 

② パスポートコピー（顔写真、日本出国スタンプのページコピー、eチケットのコピー）※搭乗券
の半券等、日本の出国日が分かる書類でも可 

③ 海外旅行保険金請求書(A/R） 
④ 領収書（レシート） 
⑤ その他、書類（診断書や事故証明書等） 

https://www.jihoken.co.jp/upload/
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※注意 

【お客様から受領した書類】につきましては、データをアップロードする前に、必ずジェイアイへ

FAX してください。（ソニー損保分も同様です。） 

 

4. お問合せ 

E-BILLING システムにつきましてご不明な点がございましたら JGA 東京までご相談ください。 
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1. ログイン 

1. E-BILLING システムへアクセスしてください:  https://www.jihoken.co.jp/upload/ 

2. 表示言語を選択し、ID とパスワードを入力します。 

＊ＩＤ・パスワードは各ジェイアイデスクのスタッフで共有となります。 

＊厳重に管理をお願いします。 

*パスワードは不変です。 

3. ログインをクリックします。 

 

 

 

https://www.jihoken.co.jp/upload/
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2. メニュー 

Ⅰ～Ⅲそれぞれにアップロードする書類のご用意をお願いいたします。 

＊請求一覧表はメニュー画面右上の マニュアル・資料 にサンプルがございます。 

ご確認のうえご利用ください。 

 
 

 ※「お知らせ」にメッセージが表示されている場合は、内容のご確認をお願いいたします。 

 

●各番号の機能利用方法は次ページ以降をご確認ください。 

 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

６ 

５ ご利用いただけません 

３ 

４ 
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3. アップロード 

①～③それぞれ「参照」をクリックして送付書類を選択してください。 

選択した書類をご確認いただきましたら、最後にアップロードをクリックしてください。 

 

 

 

※ アップロード可能な容量は、①～③各 10MB、合計 28MB となります。 

10MB 超の場合は複数回に分けてアップロードをお願いいたします。 
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Ⅰ「保険関連書類・治療費用請求書」には下記書類をご用意ください。  

【キャッシュレス提携病院から発送される書類】 
① 保険者の契約証券コピー（JTB 旅カードの場合は、TPC 番号を受付票に明記）、ＩＤカードコピ

ー）※デスクから送ったＶｅｒｉｆｙ Ｌｅｔｔｅｒ・Ｊ－ｗｉｎの担保内容記載画面コピー
でも可です。 

② パスポートコピー（顔写真、日本出国スタンプのページコピー、e チケットのコピー）  
③ 保険金請求・同意書兼委任状（Claim Form） 
④ 医療費・検査費請求書 
⑤ その他、病院側が用意した書類 

 
【お客様から受領した書類】 

① 被保険者の契約証券コピー（JTB旅カードの場合は、TPC番号を受付票に明記してください）、Ｉ
Ｄカードコピー）※デスクから送ったＶｅｒｉｆｙ Ｌｅｔｔｅｒ・Ｊ－ｗｉｎの担保内容記載
画面コピーでも可です。 

② パスポートコピー（顔写真、日本出国スタンプのページコピー、eチケットのコピー）※搭乗券
の半券等、日本の出国日が分かる書類でも可 

③ 海外旅行保険金請求書(A/R） 
④ 領収書（レシート） 
⑤ その他、書類（診断書や事故証明書等） 

 

※再診の場合は、案件の特定をするために 

「初診日」と「診断名」のご確認をお願いいたします。 

※複数の受診者がいる場合、１つのファイルに全員分をまとめてください。 

※お客様ごとに①～⑤を順番にしていただくようお願いいたします。  

 

 

 

 

 

Ⅱ「請求一覧表」 

医療機関から請求一覧表がデータで届いた場合などご利用ください。 

  

Ⅲ「その他書類(振込先口座、住所変更通知等)」 

 Ⅰ.Ⅱ.以外にジェイアイデスクからのご案内等がございましたらご利用ください。 

【 注意 】 

当社及びソニー損保のお客様のみ e-Billing に対応しています。 

その他の提携会社（あいおいニッセイ同和損害保険、朝日火災海上保険、富士火災海上保険）

のお客様分は本システムの対象ではございませんので、従来どおり郵送をお願いします。 

  

 
被保険者 

A 

B 
C 
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表示画面が上記になればアップロード完了です。 

 

※アップロード完了の画面にならない場合は、再度アップロードをお願いいたします。 

※アップロードが完了した書類（原本）のご郵送は不要です。 

 

【アップロード後の書類（原本）保管について】 

 JI デスクでの保管は 6 ヶ月です。その後、適正に廃棄してください。 
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4．アップロード履歴確認（NEW） 

１．アップロード履歴確認をクリックしてください。 

アップロードいただいた書類のファイル名をご確認いただけます。 

※個人情報保護のため、ファイル名のみの表示となります。 
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5. お問合せ（NEW） 

提携医療機関用の機能となりますので、ジェイアイデスクではご利用いただけません。 
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6. マニュアル・資料 

最新の「同意書兼保険金請求書・委任状」や「請求一覧表サンプル（List of invoice）」はこちら

からご利用ください。 

http://kaigai-service.com/e-billing 

http://kaigai-service.com/e-billing


 

 

その他、事務処理上の詳しい内容につきましては、別途「請求書処理・転送・アップ

ロード（e ビリング）業務」マニュアルをご確認ください。 

以上 


